
斑鳩町文化芸術スポーツクラブ 運営基本方針 

 

１ 地域クラブの名称 

斑鳩町文化芸術スポーツクラブ（以下「ＩＣＡＳＣ」という。） 

 

２ ＩＣＡＳＣの役割  

 ＩＣＡＳＣに所属する個別の地域クラブ活動を統括する。 

 

３ ＩＣＡＳＣの運営主体 

斑鳩町 

※運営方針については、斑鳩町文化芸術スポーツクラブ運営協議会で協議するものと

する。 

※事務局は、斑鳩町教育委員会事務局総務課が所掌する。 

※運営を、外部団体に委託することができるものとする。 

 

４ ＩＣＡＳＣの活動基本方針 

 ① 将来にわたり、子どもたちが文化、芸術、スポーツに継続して親しむことができ

る機会を確保する。 

 ② 子どもたちの自主性を尊重し、主体的に、多様な文化、芸術、スポーツ活動に参

加できる。 

 ③ 子どもたちが、安全で安心して、専門的な指導を受けることができる。 

 

５ ＩＣＡＳＣの活動の参加対象者 

 斑鳩町内に在住する中学生のうち、参加を希望する生徒 

 

６ ＩＣＡＳＣにおける地域クラブの種類 

 ① 直営型クラブ 

  ＩＣＡＳＣが、指導者（以下「指導者という。」）として、地域の指導者や兼職兼業

の許可を受け、指導を希望する教職員に依頼し、個別の地域クラブの指導を行う活動

に、生徒が参加する。 

 ② 自主運営型クラブ 

  ＩＣＡＳＣの承認を受け、指導者の確保、会費の徴収、指導者への謝金の支払い、

事務等の運営を自主的に行う団体の活動に、生徒が参加する。 

 

７ ＩＣＡＳＣの活動日、活動時間 

 ① 活動日 

土曜日、日曜日、祝日のうち、週１日（大会等参加などやむを得ない場合を除く。）

とし、１月あたり３回程度とする。 

 ② 活動時間 

  １日あたり３時間以内（大会等参加などやむを得ない場合を除く。） 

 



 

８ ＩＣＡＳＣの活動場所 

 直営型クラブの主たる活動場所は、町内中学校施設とする。また、自主運営型クラブ

の主たる活動場所は、斑鳩町が所有する施設とする。 

 

９ ＩＣＡＳＣの会費 

 会費は、月額単位で設定し、徴収するものとする。 

また、会費の額は、活動の維持、運営に必要な範囲で、可能な限り低廉な額とし、直

営型クラブについては、ＩＣＡＳＣが定め、自主運営型クラブにおいては、それぞれの

団体が定めるものとする。 

 なお、斑鳩町は、経済的に困窮する世帯に対する会費負担を軽減する支援を講ずるも

のとする。 

 

１０ 指導者に対する謝金 

 指導者に対する謝金は、１時間あたり１，６００円、別途交通費は、一律１月あたり

１，５００円とする。（※予定） 

 

１１ 保険の加入 

指導者及び参加する生徒は、自身の怪我等を補償する保険に加入しなければならない。 

 

１２ 指導者に対する研修 

 ＩＣＡＳＣは、学校教育について理解し、適切な指導を行うため、指導者に対し、参

加者の心身の健康管理、事故防止、体罰やハラスメントの防止に向けた研修（以下「研

修」という。）を実施する。 

 また、自主運営型クラブにおいては、自主運営型クラブの運営者が当該クラブの指導

者に対して、研修を実施するものとする。 

 

１３ 中学校との連携 

 直営型クラブにおいては、活動場所等中学校との円滑な連携を図るため、斑鳩町教育

委員会事務局総務課に配置するＩＣＡＳＣコーディネーターを通じて、随時、中学校と

連絡調整を行うものとする。 

 

１４ 個人情報の保護 

自主運営型クラブの運営団体及び指導者は、個人情報の保護に関する法律に基づき、

適切に個人情報を取り扱うとともに、活動により知り得た秘密は、漏洩させてはならな

い。なお、指導者の職を退いた後も、同様とする。 


